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～本改訂版における留意事項について～ 

新型コロナウイルス感染症の拡大や東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の延期等による団体運営への影響については、今後、本改訂版で定める

経営戦略や個別取組事項等を進める中で、実情を踏まえ柔軟な対応を図るこ

ととします。 



１　基礎情報 2021年8月1日現在

役員数 9 人 (都派遣職員 3 人 都退職者 1 人）

常勤役員数 1 人 (都派遣職員 0 人 都退職者 1 人）

非常勤役員数 8 人 (都派遣職員 3 人 都退職者 0 人）

181 人 (都派遣職員 10 人 都退職者 30 人）

5 人

350,600 千円

300,200 千円

85.6 ％

50,400 千円

千円

千円

千円 その他

その他資産

東京都中野区中野4-6-15

　地方公共団体における税財政の制度及び実務の研究、税財政関係資料の収集及び提供、

税務職員の能力向上のための支援並びに税知識の普及啓発等を行うことで、会員団体であ

る63都区市町村の税務行政の円滑な運営に貢献し、もって地方財政の確立及び住民の豊

かで安定した生活の実現に寄与することを目的としている。

　目的を達成するため次の事業を行っている。

　・　地方税財政の制度に関する調査研究

　・　講演会、研修会の実施等

　・　研究雑誌、図書及び印刷物等の頒布

　・　納税者に対する税知識の普及啓発

　・　その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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２　財務情報（2020年度決算・単位：千円）

経常収益 構成割合 損益

1,194,261 100% △ 3,736

12,914

1,018,639 85.1% △ 347

16,810 2.6% △ 14,864

43,085 3.1% 5,383

109,739 8.2% 11,532

5,988 1.0% △ 5,441

※固定資産への投資額：0

経 常 収 益 内 訳

＜都財政受入額　内訳＞ ＜人件費　内訳＞

受託料 1,032,573 11,137

受取会費 6,023 844,493

125,400

1 340,484 3 128,645

209,027

128,645

131,457 4 20,473

2 563,056

350,600 20,473

122,778 149,119

89,679

ー固定資産 39,669 754,421

ー有価証券等 50,000

ーその他 10

903,540 903,540

※計数処理の関係で合計が合わない場合があります。

人材派遣事業 9.2%

区分 構成割合

事業全体 100%

（償却前損益）

税知識の普及啓発事業 85.3%

軽油分析事業 1.4%

家屋評価事業 3.6%

法人会計（管理費） 0.5%

現金及び預金 借入金

有価証券

役員報酬

給与手当

法定福利費

その他

（資産の部） （負債の部）

流動資産 流動負債

その他 固定負債

固定資産 借入金

　負債・正味財産合計

特定資産 　負債合計

その他固定資産 （正味財産の部）

基本財産 その他

　正味財産合計

事

業

別

損

益

貸

借

対

照

表

経 常 費 用 内 訳

98,207

11,429

経常費用

1,197,997

1,018,986

31,674

37,702

　資産合計

都財政受入額

1,038,596 

自主事業収益

142,807 

その他 12,857 

人件費 981,030 

租税公課

93,364 

その他 123,604 



３　平成２８年度以降の事業実施状況

≪「経常収益額」、「都財政受入額」、「職員数」の推移からの分析≫

３－１　経常収益額から見る事業動向

３－２　都財政受入額の推移から見る都施策との連動性

３－３　職員数の推移から見る経営状況　

・　経常収益は平成２８年度よりなだらかな右肩上がりで
    推移している。

○増加要因
・　人件費単価の上昇等により、東京都からの受託費による
    収益が増加した。

〇分担金
・　会員団体である都及び都内56区市町村からご負担を
　  いただいており、令和２年度は分担金の額を３％増額
　  改定している。

・　「委託料」は令和２年度を除き、なだらかな右肩上がりで
    推移している。平成２８年度から令和元年度の増加要因
    は、上記３－１に記載のとおり。

 〇令和２年度の増加要因
・  東京都から全国自治体税務職員向け講義のWeb配信
    に係る業務委託事業等を受託したことにより、収益が
    増加した。

・　「その他」は全て東京都からの分担金である。

・　経常収益額に占める都財政受入額割合は約８０％超
    でなだらかな右肩上がりである。

・　平成28年度以降の職員数は横ばいで推移している。

・　都派遣職員は協会の円滑な業務運営を支援する重要な
　　役割を担っており、協会運営の安定化のため、平成29年
　　度及び30年度に増員したことにより、職員数に占める割合
　　も増加している。

・　今後も安定的な協会運営を行っていくため、常勤嘱託職員
　　の無期雇用転換を図っている。無期雇用職員は、各課の
　　コア業務を担当するよう配置している。

・　都退職者は、経験等に基づく専門能力を活かし、迅速
　　かつ精度の高い業務遂行に資するとともに、固有職員等
　　を指導・教育し、今後を担う人材を育成している。
　　近年は、都定年退職者数の減少等を背景に人材確保が
　　困難化しており、平成28年度以降、職員数が逓減して
　　いる。
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４　主要事業分野に関する分析

（１／６）

事業
分野

事業
概要

　本事業は、地方税財政の制度に関する調査研究等を通じて円滑な税務行政を実現し、地方自治体の健全な
財政運営に寄与することを目的として行われるものであり、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律　別表第18号「国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業」に該当する。当協会は、設立以
来、地方税財政の制度及び実務の研究、税務関係資料の収集及び提供、税務職員の能力向上のための支援
並びに税知識の普及啓発等を行っている。具体的には、地方税財政の制度に関する調査研究、講演会や研修
会の実施等、研究雑誌や図書及び印刷物等の頒布、納税者に対する税知識の普及啓発である。

各指標に基づく分析

事業
収益

税知識普及啓発事業

事業
費用

再委
託費

職員
構成

・ 令和２年度は、東京都から「全国自治体税務職員向け

講義のWeb配信に係る業務委託事業」を受託したことに

より、「都委託料」の収益が増加した。

・ 「都財政受入額以外」は、出版事業販売収益、税務セ

ミナー受講料、会員団体からの分担金等であり、令和

２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で税務セミ

ナーが縮小したことから、収益が減少している。

・ 「その他」は全て東京都からの分担金である。

・ 「人件費割合」は70％前後で推移している。

・ 「外注費」の内訳は①印刷製本費、②諸謝金、

③委託費（職場内清掃委託等）である。なお、外注に

ついては、出版販売のための書籍の印刷製本など

技術的な補助を要する業務について外注している。

・ 「その他」は租税公課や消耗品費、賃借料等である。

・ 職種構成は全て「事務職」である。

・ 平成28年度以降の職員数は横ばいで推移している。

・ 都派遣職員数も横ばいで推移している。
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その他補足資料等

事業
成果
③

主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

・ 会員団体からの要請により、平成１１年度から開始し

た。現在は、税務職員の実務レベルの向上に資する

として、会員団体のみならず他自治体へも参加の門

戸を広げ、参加者から好評をいただいている。

・ 税務セミナーの参加人数は、滞納整理部門を筆頭と

して緩やかな増加傾向にあったが、令和2年度は新

型 コロナウイルス感染症の影響から激減した。

・ 会員団体からの要請により、図書等の出版事業を昭和63年

から開始しており、税務職員の実務上の参考図書として現

在に至るまで都をはじめ多くの自治体で活用されている。

・ 出版販売部数は、個人、法人住民税実務の手引、地方税

ガイドブック、地方税ミニガイド及び滞納整理事務は毎年改

訂版を発行し、固定資産税３部作は基準年度にあわせて

発行するなど、購読者のニーズを捉え、令和元年度まで一

定の水準を維持してきた。

・ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による税務

セミナー参加者数の激減及び研修講師派遣の中止等の影

響を受けて、出版販売部数は減少した。

・ 会員団体からの要請により、研修講師派遣事業を平成９年

から開始しており、都内区市町村をはじめ、全国の地方自

治体に対して、研修講師を派遣し、税務実務のノウハウ継

承に努めている。

・ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で多く

の研修講師派遣が中止となったことから、今後は新型コロナ

ウイルス感染症に影響を受けない講義方法で依頼先と協力

し実施していく必要がある。

・ 各自治体からの派遣需要に対し、限られた人員体制

の中で、いかにしてその需要に応えていくかも課題である。

・ 税務に関する実務相談は、会員団体をはじめ、 東京税務

セミナーなどに参加した自治体から 受け付けており、協会

の専門講師が対応している。

・ 受け付けた質問に対しては、詳細な回答、親身な対応を

心掛けていることもあり、各自治体に好評である。

・ 相談が各自治体の税務現場の把握にも有益である 一方、

回答にあたり、法令、通達、判例等の確認 などに多くの時

間を要するものもある。限られた人員体制の中でいかに相

談に応えていくかが課題である。

・令和2年度の相談件数の減少は、新型コロナウイルス感染

症の影響からセミナー参加者減、各自治体における在宅

勤務の増加等が要因と考えられる。

698 720 742 759

134
120 120 148 149 37

56 56 55 53 21

874 896 945 961

192

0

500

1000

1500

H28 H29 H30 R1 R2

税務セミナーの参加人数（単位：人）

滞納整理部門 固定資産税部門

住民税部門 合計

11,463 11,124 11,821 
10,053 

8,384 

H28 H29 H30 R1 R2

出版販売部数（単位：部）

161

219 205 214

145

H28 H29 H30 R1 R2

研修講師派遣回数（単位：数）

138 127 124 121
58

343 339 338 327

8158 60 72 88 89

539 526 534 536

228

0

200

400

600

H28 H29 H30 R1 R2

税務実務の相談件数（単位：件数）

固定資産税関係 滞納整理関係

住民税関係 合計

3 3 3 3 3
1

5 5 4 6

23
22 22

21

23
5 2 3 4

2
9.4%

9.4%

9.1%

9.4%

8.8%

0

10

20

30

40

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

職員構成（単位：人）

都派遣職員 固有職員

常勤嘱託職員 非常勤職員

職員数に占める都派遣者割合

32 32
33

32 34



４　主要事業分野に関する分析

（２／６）

事業
分野

再委
託費

職員
構成

事業
費用

自動車税等事業

事業
概要

　本事業は、東京都自動車税事務所における申告受付等の業務及び自動車税コールセンター業務について、
執行体制の整備を進めながら効率的な運営に努めて納税者等の利便性向上につなげるとともに、税の情報や
知識の提供を行うことを目的として、都から受託する公益目的事業である。
　具体的な業務内容は、各種申告書・申請書の受付業務、自動車税（環境性能割・種別割）納付書等の作成及
び納税確認業務、納税証明書の発行業務、各種照合・確認・入力業務、電話照会応答業務、庁舎管理業務等
である。

各指標に基づく分析

事業
収益

・ 自動車税等事業の収益は、すべて「都委託料」である

ため、収益に占める都財政割合は100％である。

・ 自動車税コールセンターの設備更新に係る費用が

反映されたこと等により、委託料が増加している。

・ 「人件費割合」が90%弱で推移している。

・ 「外注費」はコールセンターシステム保守費用や、採用

活動費用が多くを占めている。

・ 「その他」は租税公課や消耗品費が主に計上されて

いる。

・ 職種構成は全て「事務職」である。

・ 今後も安定的な事業運営を行っていくため、常勤

嘱託職員の無期雇用転換を図っている。

無期雇用職員は、各自動車税事務所等のコア業務

担当として配置している。
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主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

事業
成果
③

・ 自動車税等申告書の確認・受理とは、自動車の

購入等を行った際に、所有者等が自動車税事務所に

申告する書類の受理及び確認を行う業務である。

・ 自動車税等の申告書の確認・受理件数は、一定の

増減はあるものの、平成２８年度からほぼ横ばいで

推移している。

・ 住所変更入力は、定期課税により発付した

納税通知書に同封されている住所変更入力はがき

により、届け出のあった納税者の送付先住所を変更

する業務である。

・ その他、納税通知書の返戻に伴う調査によって判明

した住所について、変更を行っている。

・ 平成２６年度より、自動車保有台数は逓減傾向にある

ため、住所変更入力件数も逓減傾向にある。

・ 自動車税コールセンターは、自動車税に関する

納税者等からの電話照会に対応するため、

平成２５年度より設置した。

・ 自動車税コールセンターの電話対応件数は、

平成２８年度以降１０万件程度で推移している。
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４　主要事業分野に関する分析

（３／６）

事業
分野

再委
託費

職員
構成

事業
費用

納税推進事業

事業
概要

　本事業は、口座振替、納税しょうよう及び申請による換価の猶予等の業務において、広く都民等の納税意識の
高揚を図るとともに、納期内納税の促進等に寄与することを目的として、都から受託する公益目的事業である。
　具体的な業務内容は、各種問合せ・相談に対する対応業務、各種申請等受付業務、口座振替・納税しょうよう
等の納税推進業務である。

各指標に基づく分析

事業
収益

・ 納税推進事業の収益は、すべて「都委託料」

であるため、収益に占める都財政割合は

100％である。

・ 納税推進事業は、平成28年度から新規で

受託している。

・令和２年度は東京都から「新型コロナウイルス

感染症に係る固定資産税に関するコールセン

ター業務委託」を受託したことにより、収益が

増加した。

・ 「人件費割合」が90％を占めている。

・ 「外注費」はほぼ計上されていない。

・ 「その他」は租税公課、消耗品費が主に計上されて

いる。

・ 職種構成は、全て「事務職」である。

・ 今後も安定的な事業運営を行っていくため、常勤

嘱託職員の無期雇用転換を図っている。
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主な事業成果

事業
成果
①

・ 納税推進事業は、平成２８年度より新規受託した

事業である。

・ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により東京都の滞納整理業務が縮小され、受託業

務である電話による納税勧奨件数も大幅に減少し

た。また、その結果、都税収入は63億2106万円とな

り、前年度の74億450万円から減少した。
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４　主要事業分野に関する分析

（４／６）

事業
分野

事業
費用

軽油分析事業

事業
概要

　軽油引取税の試料検体である石油製品の成分検査を行う。分析結果は、軽油引取税の課税の適正化や犯則
取締の基礎資料として活用される。
　・　クマリン分析は、識別剤の有無により灯油・Ａ重油混入の可能性を判定する。
　・　硫黄分析は、軽油と重油の硫黄含有量の差により重油混入の可能性を判定する。
　・　ガスクロ分析は、軽油と灯油の炭化水素の組成差により灯油混入の可能性を判定する。
　なお、受託対象は、東京都をはじめ、他自治体や民間事業者である。

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

・ 「都委託料」は東京都からの受託本数に基づいた

数値である。

・ 「都財政受入額以外」は、他県や民間事業者

からの受託本数に基づくものである。

・ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、東京都の受託金額が大幅に減少した。また、そ

れに伴い経常収益に占める都委託料の割合も減少

した。

・ 「人件費割合」は、６０％超で推移している。

・ 「外注費」は軽油分析装置の点検費用や保守契約料が

計上されている。

・ 「その他」は軽油分析装置のリース費用などが賃借料

として計上されている。

・ 不正軽油の抑制に向け、２人程度の

最小人数で事業を推し進めている。

・ 当事業は、都派遣職員及び固有職員の

関与が少なく、非常勤職員で行っている。
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主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

・ 全体的な傾向として都が実施する「不正軽油撲滅

作戦」の成果等により、混和検出率が低下したこと

や、地方自治体の自主検査機導入などを背景として、

分析本数はピーク時と比較して大幅に減少した。

・ クマリン分析については、分析本数が他の試料に

比べ限定的であったが、平成３０年度に増加した。

硫黄分析及びガスクロ分析については、

平成２６年度以降は増加基調にあったが、

平成３０年度減少に転じた。

・ 民間企業からの受注は、平成２７年度より開始して

いる。初年度の受注数はわずかであったが、平成

２８年度は硫黄分析を筆頭に増加したものの平成

２９年度をピークに減少に転じた。令和２年度は、

新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に減少

している。

・ 受注先は、東京都建設局等から建設事業を

入札した事業者等が中心であるが、オリンピック

関連の建設需要が沈静化したことや新型コロナ

ウイルス感染症の影響により再依頼を控える傾

向がみられる。

623
793

2,022 2,045

229

5,418 5,404

4,146 4,126

1,853

5,310 5,368

4,134
4,102

1,845

H28 H29 H30 R1 R2

試料別分析本数（単位：本）

クマリン分析 硫黄分析 ガスクロ分析

23
34

24
14

9

67 69

54

29

12
10

24 19

10
1

H28 H29 H30 R1 R2

試料別分析本数（民間受注分）（単位：本）

クマリン分析 硫黄分析 ガスクロ分析

2 2 2 2 2
0% 0% 0% 0% 0%

0

1

2

3

4

5

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

職員構成（単位：人）

都派遣職員 固有職員

常勤嘱託職員 非常勤職員

職員数に占める都派遣者割合

2 2 2 2 2



４　主要事業分野に関する分析

（５／６）

事業
分野

事業
費用

家屋評価事業

事業
概要

　東京都では、固定資産税等を課税するため、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、家屋の評価額
を算出している。本事業は、家屋評価額算出の基礎となる建築資材及び設備の施工量等の調査業務を東京都
から受託するものである。当協会職員は、東京都が家屋所有者から借用した竣工図面、工事明細書等の写しを
基に、家屋に使用されている建築資材と建築設備の種類や数量等を確認する業務を行う。当該業務の対象とな
る家屋は、平成27年１月２日以降に特別区の存する区域内に新築された一棟の登記床面積が一定規模以上の
非木造家屋（未登記のものを除く）である。

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

・ 家屋評価事業の収益は、すべて「都委託料」である

ため、収益に占める都財政割合は100％である。

・ 「人件費割合」が概ね８０％以上を占めている。

・ 令和２年度末での事業終了に伴い、賞与引当金

の計上を行わないため、令和２年度の人件費は

減少している。

・ 「外注費」はほぼ計上されていない。

・ 「その他」は租税公課、消耗品費、賃借料

（主にパソコンのリース料）が計上されている。

・ 都退職職員の経験に基づく専門知識及び

ノウハウ等を活かしつつ、非常勤職員も活用

するなど雇用形態を工夫しながら業務を推進

した。
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主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

・ 家屋評価事業は、平成２８年度の受託開始以降、都の

適正な固定資産税課税に貢献してきた。

・ 一方、調査対象となる大規模家屋に係る構造、用途

等の複雑化・多様化が進み、これに伴い、調査資料も

膨大化、細密化している状況から処理棟数増には繋

がっていない。

・ そのため、都が令和２年度末をもって業務委託を終了

したことから、本事業は終了した。

・ 令和２年度の調査棟数は前年度と同規模であった

が、延べ床面積が1,066,024平方メートルに増加し、１

棟平均は20,114平方メートルであった。
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４　主要事業分野に関する分析

（６／６）

事業
分野

事業
費用

人材派遣事業

事業
概要

　本事業は、当協会がこれまで培った税務に関する経験、知識及び技術を有効に活用するため、地方自治体等
に事務処理、事務指導及び助言等を行うため専門職員を派遣する自主事業である。この事業は、労働者派遣
事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第５条第１項の一般労働者派遣
事業認可証により当該業務を行っている。

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

・ 人材派遣職員数の増減に伴い、経常収益も増減

している。派遣職員数による収益の変動が

大きいため、安定的な人材の確保が求められる。

・ 平成２８年度から令和２年度の人材派遣職員数

は、３１→３１→３１→２９→２８（人）と推移している。

・ 収益は全て、派遣先自治体からの収入である。

・ 「人件費割合」が９０％前後で推移している。

・ 「その他」は租税公課（８０％以上）、消耗品費、

会議費などが計上されている。

・ 自治体との交渉等、事業の円滑な遂行のため、

都退職職員１人を配置し最小人数で事業を推し

進めている。

・ 当事業は、都退職職員が中心となり実施

しているが、常勤嘱託職員にもノウハウを

継承し、今後も継続的かつ安定的に

事業実施できるよう地盤を強固なものと していく。
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主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

・ 地方自治体等への派遣人数は、平成２２年度

から平成２６年度までは４０人前後で推移して

いたが、平成２７年度から平成３０年度までは

３０人程度に減少し、令和元年度以降は３０人

を切る状況となっている。

・ 人材派遣職員の供給元である会員団体の

税務職員退職者数は、近年減少が続いている。

この状況下、国税庁退職職員も活用しているが、

今後、会員団体からの派遣依頼数が増加に

転じたとき、協会が当該ニーズにいかに対応

していくかが課題である。

・ 地方自治体等への派遣先数は、平成２８年度

以降一定の水準で推移している。
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2022年度改訂版のポイント

◆Web講義事業を戦略①の最優先事項と位置付け、2021年度実績等を踏まえて配信数の目標を
見直すとともに、リニューアル版の制作について目標及び年次計画へ追記

◆収入確保に係る戦略②の目標を合わせて見直し、３年間で8,200万円の収入（利益：3,300万
円）を確保

【プランの主な改訂内容】

戦略①オンライン化を通じた新たな自治体支援

３年後の到達目標(改訂前) ３年後の到達目標(改訂後)

下記のとおりオンライン化の取組を推進する。
【目標①】ハイブリッド型セミナー受講者数：850人
（2019年度実績の1.1倍相当）

【目標②】講師派遣研修100講座（2019年度の約5割
に相当）程度をオンラインで実施

【目標③】Ｗｅｂ講義配信数：670自治体（全国約
1,720自治体の約4割に相当）

下記のとおり新たな自治体支援策を推進する。
【目標①】Ｗｅｂ講義配信数：450自治体（全国約
1,720自治体の約３割に相当）、リニューアル版の制
作
【目標②】ハイブリッド型セミナー受講者数：850人
（2019年度実績の1.1倍相当）、ＩＣＴを活用した更
なる質の向上
【目標③】講師派遣研修100講座（2019年度の約５割
に相当）程度をオンラインで実施

戦略②収入確保による経営基盤の安定化

３年後の到達目標(改訂前) ３年後の到達目標(改訂後)

下記収入額を確保する。
【目標①】Wｅｂ講義：1,610万円
【目標②】書籍：200万円
【目標③】ハイブリット型セミナー：2,170万円
【目標④】広告:190万円

目標①～④の取組により３年間合計10,500万円の収入
（利益：4,500万円）を確保し、経営基盤の安定化を
図る。

下記収入額を確保する。
【目標①】Wｅｂ講義：1,200万円
【目標②】書籍：70万円
【目標③】ハイブリット型セミナー：2,170万円
【目標④】広告:190万円

目標①～④の取組により３年間合計8,200万円の収入
（利益：3,300万円）を確保し、経営基盤の安定化を
図る。

(公財)東京税務協会



経営

改革

事業

執行

状況変化

への対応
DX 財務

民間連

携

人事交

長期

戦略

〇 〇 〇 〇

【戦略を設定する理由・背景】

2021年度

到達目標 計画 実績（11月末時点） 2022年度

①

・Ｗｅｂサイト・機関誌でＷｅｂ講義の周知を行うとと

もに、全国に展開している地方関係機関等に集中的に広

報活動を実施。配信数470自治体

・Ｗｅｂ講義購入自治体にアンケートを実施

・Web講義の販売について、Webサイトや機関誌による

広報、県市等への直接訪問又は資料送付による延570団

体への周知、地方税共同機構の協力を得たＰＲ等を実

施。配信数は113自治体。

・豪雨等の被災自治体支援のため46自治体へ無償提供を

案内し６自治体へ提供。

・Web講義購入自治体にアンケートを実施。

・全国自治体に広報活動を行いＷｅｂ講義の有用性を周

知する。配信数300自治体

・より分かりやすく受講者のニーズに合ったリニューア

ル版の制作に向けて、アンケート結果の分析等を踏まえ

た課題及び解決策の整理並びにコンテンツ案の検討を行

う。

②

・ハイブリッド型（オンライン＋集合）セミナーを実施

する。受講者数540人以上

・受講者の情報交換の場であるオンラインサロンの開設

に向けた準備を行う。

・集合型セミナーとオンライン型セミナーを組み合わせ

たハイブリッド型の税務セミナーを計12コースで実施。

受講者数は604人、前年度対比で412人の増。2021年度

の計画値を上回った。

・オンラインサロンに対する要望等について、受講者へ

アンケートを実施。回答者の過半数が費用や内容次第で

参加を検討と回答。

・ハイブリッド型セミナーを実施する。受講者数700人

以上

・受講生や研修講師の意見を参酌し、ＩＣＴを活用した

更なる質の向上について検討し、試行する。

・オンラインサロンの運用を開始する。

③

・講師派遣先自治体の意向（オンライン研修の可否）を

確認したうえで、それに応じた研修を実施

・60講座（年間講座数の約3割に相当）のオンライン研

修を目指す（未実施自治体にＰＲも実施）。

・講師派遣依頼先自治体の意向を確認し、実施が可能な

自治体に対しては、現地又は協会からのオンラインで講

義を実施している。

・43講座のオンライン研修を実施。12月以降に９講座を

実施し、2021年度末までの合計で52講座を実施予定。

・未実施自治体へのＰＲの実施

・80講座（年間講座数の約4割に相当）のオンライン研

修を目指す。

実績(2021年11月末時点)及び要因分析

・Ｗｅｂ講義は、コロナ禍の影響で十分な訪問活動ができなかったことや、購入予算の確保が困難な自治体もあることから、配信数は

113自治体に止まっている。

・ハイブリッド型セミナー受講者数は604人となり、コロナ禍においても接触等の懸念がないオンラインの利点を活かして着実に成果を

あげている。

・オンライン型講師派遣は43講座となり、自治体のニーズを踏まえた対応により、一定の成果をあげることができている。

◆新任税務職員がいつでも学ぶことの

できるＷｅｂ講義（令和３年度から自

主事業として実施）を多くの自治体に

配信することで、自治体における人材

育成を支援する必要がある。

◆ウィズコロナ、ポストコロナを見据

え、新たな自治体のニーズに応じたセ

ミナー手法を確立し、当協会の支援を

更に充実させる必要がある。

コロナ禍においても場所・時間の制約

を受けずに知識の継承ができるよう、

以下の手段による新たな自治体支援を

展開する。

◆Ｗｅｂ講義は自主事業に切り替えた

上、協会Ｗｅｂサイト、機関誌（東京

税務レポート）で周知するほか、全国

に展開している地方関係機関やセミ

ナー参加団体に集中的に広報活動を行

い、その有用性をＰＲする。

◆新型コロナウイルス感染症の状況に

かかわらず税務セミナーや講師派遣研

修を受講できるよう、集合とオンライ

ンを組み合わせたハイブリッド型セミ

ナーやオンライン研修（派遣先又は協

会側で配信）など、配信業者等の民間

企業の協力を得て、自治体のニーズや

状況の変化に対応できる研修等を展開

する。

下記のとおり新たな自治体支援策を

推進する。

【目標①】Ｗｅｂ講義配信数：450

自治体（全国約1,720自治体の約３

割に相当）、リニューアル版の制作

【目標②】ハイブリッド型セミナー

受講者数：850人（2019年度実績の

1.1倍相当）、ＩＣＴを活用した更

なる質の向上

【目標③】講師派遣研修100講座

（2019年度の約5割に相当）程度を

オンラインで実施

Ｗｅｂ講義事業の拡大

（協会自主事業）

・全国自治体に広報活動を行いＷｅｂ講義の有用性を周知す

る。配信数450自治体

・リニューアル版の制作を行う。

ハイブリッド型セミナーの

実施

・セミナー受講者数850人以上を目指す。

・検討及び試行の結果を踏まえて、ＩＣＴを活用した更なる

質の向上を実現する。

・オンラインサロンを継続しながら、管理・運用方法を見直

す。

オンライン型講師派遣研修

の実施

・未実施自治体へのＰＲの実施

・100講座（年間講座数の約5割に相当）のオンライン研修

を目指す。

団体における現状(課題) 課題解決の手段 ３年後（2023年度）の到達目標 個別取組事項
2021年度

戦略１ オンライン化を通じた新たな自治体支援
事業

運営

・全国自治体では今般のコロナ禍において税務知識・ノウハウの継承が一層困難となっている。

・税務セミナーの開催や講師派遣を見送った多くの自治体からオンライン研修等の要望がある。

３か年の取組（年次計画）

2023年度

(公財)東京税務協会



経営

改革

事業

執行

状況変化

への対応
DX 財務

民間連

携

人事交

長期

戦略

〇 〇 〇 〇 〇

【戦略を設定する理由・背景】

2021年度

到達目標 計画 実績（11月末時点） 2022年度

①

・Ｗｅｂ講義販売収入額1,210万円（配信数470自治体）

・Ｗｅｂ講義について、協会Ｗｅｂサイト・機関誌で周

知を行うとともに、全国に展開している地方関係機関等

（地方税共同機構等）に集中的に広報活動を実施する。

・Ｗｅｂ講義販売収入額は284万円、配信数は113自治

体。

・Ｗｅｂ講義の販売について、Ｗｅｂサイトや機関誌に

よる広報、県市等への直接訪問又は資料送付による延

570団体への周知、地方税共同機構の協力を得たＰＲ等

を実施。

・全国自治体への広報活動の実施

・活用事例のメディアでの発信、2021年度の顧客に対す

るリピート購入の働きかけ、大口購入が期待できる研修

機関や滞納整理機構へ的を絞った直接訪問等を実施

・Ｗｅｂ講義販売収入額800万円（配信数300自治体）

②

・Ｗｅｂ講義とのセット販売開始

・Ｗｅｂ講義とあわせた広報活動の実施

・書籍販売収入額140万円（上記470自治体の５割）

・Ｗｅｂ講義の販売促進を図るため書籍とのセット販売

を開始。

・セット販売について、Ｗｅｂサイトや機関誌による広

報及び県市等への直接訪問又は資料送付による周知を行

うとともに、地方税共同機構の協力を得てＰＲを実施。

・書籍販売収入額は約12万円、16自治体が購入（上記

113自治体の約14％）。

・Ｗｅｂ講義とあわせた広報活動の実施

・書籍販売収入額50万円（上記300自治体の２割）

③

・ハイブリッド型セミナーを本格実施

・セミナー収入額1,380万円（2019年度の70％まで回

復）

・集合型セミナーとオンライン型セミナーを組み合わせ

たハイブリッド型の税務セミナーを計12コースで実施。

・ハイブリッド型セミナーによる収入額は約1,439万

円、2019年度実績の約73％まで回復。

・ハイブリッド型セミナー実施

・セミナー収入額1,780万円（2019年度の90％まで回

復）

④

・機関誌（東京税務レポート）の広告掲載事業者に加

え、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えてデジタル化

に資する事業者等を想定した募集を実施

・バナー広告収入額100万円（4社）

・Ｗｅｂサイトを活用したバナー広告について、機関誌

（東京税務レポート）の広告掲載事業者及び協会の関係

事業者へ募集を実施。

・バナー広告収入額は38万円（４月以降２社、９月以降

３社）。

・新規事業者を開拓

・バナー広告収入額140万円（６社）

(公財)東京税務協会

３か年の取組（年次計画）

2023年度

戦略２ 収入確保による経営基盤の安定化
事業

運営

・今般のコロナ禍において社会的にオンライン研修等に対するニーズが高まっているほか、各自治体においてもＤＸ推進の取組が急速に進むなど、新たな

ビジネスチャンスが生まれている。

団体における現状(課題) 課題解決の手段 ３年後（2023年度）の到達目標 個別取組事項
2021年度

下記収入額を確保する。

【目標①】Ｗｅｂ講義：1,200万円

【目標②】書籍：70万円

【目標③】ハイブリット型セミ

ナー：2,170万円

【目標④】広告：190万円

目標①～④の取組により3年間合計

8,200万円の収入（利益：3,300万

円）を確保し、経営基盤の安定化を

図る。

Ｗｅｂ講義による収入確保

・全国自治体への広報活動の実施

・2022年度までの実績を踏まえ、更に販路を拡大

・Ｗｅｂ講義販売収入額1,200万円（配信数450自治体）

・Ｗｅｂ講義リニューアル版について、2024年度からの販

売戦略を策定し実行

Ｗｅｂ講義販売促進に合わ

せた書籍販売収入確保

・Ｗｅｂ講義とあわせた広報活動の実施

・書籍販売収入額70万円（上記450自治体の２割）

ハイブリッド型セミナーに

よる収入確保

・ハイブリッド型セミナー実施

・セミナー収入額2,170万円（2019年度の110％）

Ｗｅｂサイトを活用したバ

ナー広告収入確保

・新規事業者を開拓

・バナー広告収入額190万円（8社）

・Ｗｅｂサイトの改修（広告掲載数拡大）を検討

実績(2021年11月末時点)及び要因分析

・Ｗｅｂ講義及び書籍販売は、コロナ禍の影響で十分な訪問活動ができなかったこと等の要因により、販売収入額がそれぞれ284万円及

び約12万円に止まっている。

・ハイブリッド型セミナー収入額は1,439万円となり、コロナ禍においても接触等の懸念がないオンラインの利点を活かして着実に成果を

あげている。

・バナー広告は、業者の掲載見送り等の要因により、収入額は38万円に止まっている。

・これらの結果、目標①～④の取組による収入額は約1,800万円（利益：約750万円）に止まっている。

◆近年の人件費高騰やコロナ禍における

セミナー等の事業の中止等の影響によ

り、協会の経営状態は厳しい状況にある

（2020年度収支決算は1,600万円の赤字

見込(2020年11月末時点)）。収入確保

による協会経営の安定化を図る必要があ

る。

◆Ｗｅｂ講義は、全国自治体で広く利用

できる価格を設定。一方、配信費等の毎

年一定の費用が発生するとともに税制改

正を的確に反映するため、３年に一度大

幅なリニューアルが必要。最新の講義を

継続的に提供するためには、必要な収入

を確保する必要がある。

◆受講者数の減少により大幅な減収と

なった税務セミナーについても、今後継

続していくためには、オンライン型も加

えることにより必要な収入を確保する必

要がある。

◆Ｗｅｂ講義については、協会Ｗｅｂサ

イト、機関誌（東京税務レポート）で周

知するほか、全国に展開している地方関

係機関やセミナー参加団体へ集中的に広

報活動を行い、受講を促す。

◆Ｗｅｂ講義参加自治体に対しては、講

義に利用できる書籍を割引価格で提供す

るなどインセンティブを付す。

◆税務セミナーの開催は、遠隔地で受講

可能なオンライン型セミナーと集合型セ

ミナー（従来型の討議）を組み合わせた

ハイブリッド型セミナーを展開し、受講

者数の回復（増加）を図ることで、収入

確保も図る。

◆また、協会Ｗｅｂサイトに民間企業の

広告掲載をすることで、収入確保の一助

とする。
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【戦略を設定する理由・背景】

2021年度

到達目標 計画 実績（11月末時点） 2022年度

①
・面談等を通じて無期雇用選考の受験を勧奨

・無期雇用職員（主任級以上のコア人材）43％確保
・無期雇用職員（主任級以上のコア人材）47％確保

・固有職員を中心とした組織運営の方向性について協会

内で浸透させるとともに面談等を通じて無期雇用選考の

受験を勧奨

・無期雇用職員（主任級以上のコア人材）48％確保

②

・管理職選考試験及び課長補佐選考試験を実施

・面談等を通じて選考試験の受験を勧奨

・管理職及び課長補佐登用に向けた研修やＯＪＴを実施

・2022年２月に管理職選考及び課長補佐選考を実施予定

・面談や事業所訪問を通じて、職員のヒアリングを実施

・管理職及び課長補佐登用を見据え、係長級職員及び主

任級職員に対して協会独自のパワーアップ研修を実施

・管理職選考試験及び課長補佐選考試験を実施

・面談等を通じて選考試験の受験を勧奨

・課長補佐及び係長登用に向けた研修やＯＪＴを実施

・管理職候補者への重点的な人材育成を実施

・課長補佐１名登用

実績(2021年11月末時点)及び要因分析

・無期雇用職員を47％確保しており、協会の方針の職員への周知や、積極的な受験の勧奨により、着実に取組を推進している。

・面談等を通じたヒアリングの実施のほか、係長級職員及び主任級職員に対して協会独自のパワーアップ研修を実施するなど、固有職員

の管理職及び課長補佐への登用を見据えた取組を着実に推進している。

◆これまでマネジメントを担ってきた都

ＯＢ職員は、退職者数の減少から職員の

確保が困難な状況となっている。

◆人材の確保が厳しさを増しており固有

職員を中心に据えた組織運営への転換が

必要となっている。

◆そのため、2020年度に新たな組織・人

事制度及び給与制度を設計したところで

あり、2021年度から新制度に基づいた運

営を開始する。

◆都ＯＢ職員（所長等）に代わって事業

運営を行う固有職員を確保するため、協

会キャリアプラン・人材育成計画に合わ

せた人材育成を図る。

◆業務の中核を担うコア人材（無期雇用

職員）の中から、マネジメントを担う人

材を選抜し、ＯＪＴや協会内研修に加

え、人材育成事業団等の外部研修機関等

も活用することで管理監督者の登用に向

けた育成に取り組む。

◆管理職ポストである事業所長や課長補

佐級ポストである管理係長への計画的登

用を進め、将来的にはＯＢ職員の配置は

真に必要なポストに限定し、８事業所の

所長・管理係長（課長補佐）は全て固有

職員へ切り替える。

固有職員を中心とした組織運営を実

現し、税務実務の補完や全国自治体

の習熟支援などの協会の機能維持・

向上を図る。

【目標①】固有職員に占める無期雇

用職員（主任級以上のコア人材）の

確保（５割）

【目標②】固有職員の管理職ポスト

等への登用（管理職１名、課長補佐

４名）

無期雇用職員（主任級以上

のコア人材）の確保

・固有職員を中心とした組織運営の方向性について協会内で

浸透させるとともに面談等を通じて無期雇用選考の受験を勧

奨

・無期雇用職員（主任級以上のコア職員）50％確保

固有職員（マネジメント人

材）の管理職・課長補佐級

ポストへ登用

・管理職選考試験及び課長補佐選考試験を実施

・面談等を通じて選考試験の受験を勧奨

・課長補佐及び係長登用に向けた研修やOJTを実施

・管理職候補者への重点的な人材育成を実施

・事業所長1名、課長補佐3名登用

団体における現状(課題) 課題解決の手段 ３年後（2023年度）の到達目標 個別取組事項
2021年度

戦略３ 固有職員を中心とした新たな組織運営
組織

運営

・団塊世代（再任用職員）の大量退職時代が過ぎたことによる定年退職者の減少等の影響等により、都ＯＢ職員の確保が困難な状況になっている。

・また、公務員の定年延長の動向等に鑑みると、更に人材確保が困難になると見込まれる。

３か年の取組（年次計画）

2023年度

(公財)東京税務協会



(公財)東京税務協会

2021年度末の到達目標 実績（11月末時点）

団体の規程等に基づく、対外的な案件は無し

なお、協会主催の東京税務セミナーや講演会

の申し込み手続については、既にWebによる

申し込みもハガキなどと並行して実施してい

る。

ー
団体及び都の規程等に基づく、対外的な案件

は無し

団体の規程等に基づく、対外的な案件は無し

なお、契約事務などで求められる押印以外、

対外的文書については印章を省略し、はんこ

レスを実施済みである。

ー
団体及び都の規程等に基づく、対外的な案件

は無し

自主事業分におけるFAX送受信件数について

は、オンライン等への変更を進め、職員募集

（ハローワークはFAXに限定されている）

等、外的要因以外のもの全てにおいて使用を

取りやめる。（協会の責に帰する案件の削減

率100％）

自主事業分におけるＦＡＸ送受信は各月10件程

度発生しているが、オンライン等への変更を進め

ている。相手方の事情によりＦＡＸを使用せざる

を得ない場合を除き、2021年12月末までにＦＡ

Ｘの送受信を100％削減する見込みである。

相手方の事情によりＦＡＸを使用せざるを得

ない場合を除き、ＦＡＸの送受信をゼロとす

る取組を継続する。

自主事業により使用するコピー用紙について

は、削減に対する意識啓発を引き続き行うと

ともに、会議のペーパーレス化などを更に推

進することで、使用量を30%減少させる。

（2020年度比）

11月末時点での4月から11月の累計で使用量が対

前年度比、45％の減少が達成できている。

自主事業により使用するコピー用紙について

は、削減に対する意識啓発を引き続き行うと

ともに、電子決定や会議のペーパーレス化な

どを更に推進することで、使用量を60%減少

させる。（2019年度比）

団体の規程等に基づく、対外的な案件は無し

なお、東京税務セミナーや講師派遣研修の参

加費など、会員団体等からの徴収は全て口座

振込を利用しており、キャッシュレスを実施

済みである。

ー
団体及び都の規程等に基づく、対外的な案件

は無し

東京会場で実施する東京税務セミナー21講座

をハイブリット型により開催し、非接触によ

る受講環境を整備する。

東京会場で実施する東京税務セミナー１２講座を

ハイブリッド型により開催し、非接触による受講

環境を整備した。

東京会場で実施する東京税務セミナー12講座

をハイブリット型により開催し、非接触によ

る受講環境を引き続き提供していく。

ZoomやＷebexなどのWEB会議やSkypeなど

のチャットツールの使用を定着化させ、業務

の効率化と質の向上を図るとともに、週２回

のテレワークを実施し、2021年4月のテレ

ワーク実施率40％を目指す。【実施回数

（252回）／当月の勤務日数（21日）／テレ

ワーク勤務可能な職員数（30名）】

・4月のテレワーク実施率33％

・テレワーク可能な職員数を30名から中野本部

全職員へ増加

新型コロナウイルス感染拡大時等における

都・国等からのテレワーク実施要請へ、都庁

グループの一員として、適切に対応する。

2022年度末の到達目標

共通戦略 手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワーク

取組事項
2021年度

テレワーク

手続の

デジタル化

５

つ

の

レ

ス

はんこ

レス

FAX

レス

ペーパー

レス

キャッ

シュ

レス

タッチ

レス


